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司法書士　渡辺大・木原雅裕

【主な取り扱い業務】

不動産の名義変更・会社の登記・建設業等

富岡事務所
双葉郡富岡町中央二丁目20番地

TEL 0240-22-1919

いわき市平字童子町４-18 ５階

TEL 0246-88-1818

司法書士法人

Information　町民税務課
お忘れないようご注意ください！

町県民税・国民健康保険税は12月27日が納期限です
　町県民税（第４期）・国民健康保険税（第６期）の
納期限などは、次のとおりです。
●納期限
　令和３年12月27日（月）
● 納付場所
　 ①あぶくま信用金庫 本・支店　②福島さくら農業協

同組合 本・支店　③東邦銀行 本・支店　④いわき信
用組合 本・支店　⑤ゆうちょ銀行 東北６県の各支店　

　 ⑥福島銀行 本・支店　⑦大東銀行 本・支店　⑧広
野町役場　出納室　⑨コンビニエンスストア　

●口座振替日
　あぶくま信用金庫　令和３年12月27日（月）
　その他の金融機関　令和３年12月24日（金）
　※ 口座振替については、振替日前に口座残高のご確

認をお願いします。
問  広野町　町民税務課　☎0240ｰ27ｰ4160

Information　環境防災課

年末年始のごみ収集について
　年末のごみ回収について、12月28日（火）までの
収集でしたが、臨時で12月30日（木）についても可
燃ごみの収集を行います。指定袋に入れて最寄りのご
みステーションヘ朝８時30分までにお出しください。
・ 収集はごみステーションに出された可燃ごみだけ行

います。
・ 「南部衛生センター」へのごみの持ち込みは、12月

29日（水）～１月３日（月）の間、出来ませんの
でこ了承ください。

・ 年明けについては１月４日（火）からごみカレンダー
どおり収集いたします。

問  広野町　環境防災課　☎0240ｰ27ｰ2114

Information　町民税務課

マイナンバーカードをつくりませんか？
　平日にマイナンバーカードの申請およびカードの
受領ができない方のため、下記の日程も窓口を開設
いたします。
●日程　令和４年１月15日（土）・29日（土）、
　　　　２月５日（土）、19日（土）

●時間　午前９時～午後４時　　
●場所　広野町役場　町民税務課

問  広野町　町民税務課　☎0240ｰ27ｰ4160
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Information　全国国民年金基金

国民年金基金制度のご案内
～自営業の方やその家族、学生などの国民年金第１号被保険者の皆様へ～
●国民年金基金とは
　自営業の方やその家族、学生などの国民年金第１号
被保険者の方々がゆとりある老後を過ごせるよう、国
民年金に上乗せする公的な年金制度です。65歳から
生涯受け取ることができる終身年金が基本なので、長
い老後の生活に備えることができます。

●加入できる方
　国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方及
び60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方
で国民年金に加入している方。
　ただし、国民年金保険料を免除（一部免除・学生納
付特例・納付猶予を含む）されている方及び農業者年
金の被保険者の方は加入できません。

●加入によるメリット
　掛け金は全て所得控除対象となるため、所得税と住
民税が軽減されます。受給する年金も公的年金等控除
の対象となるので、税制面で優遇されます。
　被保険者の方が早期に亡くなられたときは家族に遺
族一時金（全額非課税）が支払われるため、掛け捨て
にはなりません。（一部の年金タイプを除く）

　国民年金基金については、全国国民年金基金福島支
部まで直接お問い合わせください。

問  全国国民年金基金　福島支部 
☎0120ｰ65ｰ4192
〒960ｰ8043 福島市中町１番19号 中町ビル５Ｆ

Information　福島県後期高齢者医療広域連合

「医療費のお知らせ」（医療費通知）について　
　福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者の皆
様に自己の健康管理と医療に対する関心を高めていた
だくために、毎年１回「医療費のお知らせ」を送付し
ています。
　令和３年１月から12月までの「医療費のお知らせ」
を、令和４年２月下旬より順次発送しますので、到着
しましたら、ご自分の受診状況などについて確認をお
願いします。なお、対象期間内に医療機関への受診が
なかった場合は、通知は発行されません。
　「医療費のお知らせ」については、県内全域に順次
発送する関係上、個別の発送には応じられません。

確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続き
をお願いします。また「医療費のお知らせ」を確定申
告の参考資料として使用する場合において、「自己負
担相当額」と実際に負担した額が異なるときは、補填
された金額（高額療養費など）を差し引くなど、ご自
身で訂正し、申告してください。なお、医療費控除の
詳細に関することは、最寄りの税務署などにお問い合
わせください。

問  福島県後期高齢者医療広域連合
☎024ｰ528ｰ9025


